
令和６年度第２回厚生労働省公共調達中央監視委員会 

（第二分科会）審議概要 
 

開催日及び場所 令和６年 10 月 15 日（火）   オンライン開催 

委員（敬称略） 第二分科会長  髙橋 裕   学校法人専修大学 商学部 教授 

委 員      松原 健一  安西法律事務所 弁護士 

委 員     倉井 潔   倉井潔税理士事務所 税理士 

審議対象期間 原則として令和６年４月１日～令和６年６月30日の間における調達案件 

抽出案件  ８件 （備考） 

「報告案件」とは、各部局に設置された公共調達審査会で審議さ

れた案件について報告を受けたものである。 
報告案件  ０件 

審議案件  ８件 

意見の具申または勧告 なし 

委員からの意見・質問に対する回

答等 

意見・質問 回   答 

下記のとおり 下記のとおり 

 

【審議案件１】 

審議案件名 ： 外国人患者受入れ医療機関対応支援事業（夜間・休日ワンストップ窓口及び希少言語に対応した 

遠隔通訳サービス） 

資格種別  ： 役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣランク） 

選定理由  ： 一般競争入札を実施している案件中、１者応札であるため。 

発注部局名 ： 医政局 

契約相手方 ： 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 

予定価格  ： 72,651,425円 

契約金額  ： 60,500,000円 

落札(契約)率： 83.3% 

契約締結日 ： 令和 6年 4月 1日 

（調達の概要） 

一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、１者の応札があり、日本エマージェンシーアシスタンス株式会社

が契約の相手方となった。落札率は83.3%である。 

意見・質問 回   答 

前回の調達状況がありますが、今回と同じ落札者です。応札

者も同じということで、今回も前回と同様です。今までにこの

事業を何度行って、そのうち何度が一者応札でしたか。 

はい。令和元年度から実施しており、当初は2者ほど

の複数者が入っておりましたが、令和3年度からは1者に

なっております。令和6年度は、2者に入っていただきま

したが、競争参加資格が認められなかったということ

で、最終的には1者となりました。 

途中で手を挙げる者はいたのですね。前回、一者応札の要因

に、入札期間を長くするとともに声掛けを積極的に行うとあり

ますが、前回の一者応札の要因は、具体的にどう分析されたの

でしょうか。 

はい。入札公告の期間が短かったこともあり、業者の

準備期間が短かったのではないかという分析の中で、入

札の公告期間を長くすることで、事業者における準備期

間を十分に取ろうと工夫しました。 

今回の一者応札になった要因の分析で、公告期間の長さとは

また違った内容かと思います。これも公告の期間で解消するの

でしょうか。業務内容に専門的知見が必要であり、事業期間内

に担当できる人材を確保し体制を整えることが困難であるた

めというのは、公告の長さには関係ないわけではないと思いま

す。前回の分析と今回の分析が全く違うと、対応にこの先何年

も掛かっていくのではないでしょうか。 

はい。ご指摘いただいたとおり、入札説明会に参加し

ていただきながらも、入札には実際参加しなかった事業

者に意見聴取をさせていただきました。 

その中では、人材確保が難しいこともありましたが、

我々の分析としては、準備期間を少し長くすることで、

事業者も社内で検討するなど状況が少し変わるかと考

えたところです。今回、一者応札ということもありまし

たので、次回は事業者について、ほかの専門的な知識を

有している所を探したいと考えております。 

声掛けはどれほどの会社に行ったのでしょうか。 実際は、入札説明会に参加していただいた所を念頭に

置いておりますので、現状、3～5者程度です。 



 過去に参加した方ということですか。 令和5年度は説明会の希望者が6者あり、そのうちの4

者が参加しておりますので、そのような所にお声掛けを

させていただきました。 

厚生労働省のホームページに掲載されているリンクの事務

局は株式会社BRIDGE MULTILINGUAL SOLUTIONSという所が行っ

ているようですが、再委託しているのでしょうか。 

夜間・休日ワンストップ窓口として、日本エマージェ

ンシーアシスタンス株式会社が事業を受託しておりま

す。そのうち希少言語の通訳について、今、言っていた

だいた事業者が再委託で業務を行っている状況です。 

もう一度、お願いします。この事業を落札した日本エマージ

ェンシーアシスタンス株式会社との関係は何かあるのですか。 

日本エマージェンシーアシスタンス株式会社が、再委

託で希少言語に対応した電話通訳サービスを提供して

おります。 

日本エマージェンシーアシスタンス株式会社が再委託して、

株式会社BRIDGE MULTILINGUAL SOLUTIONSにお願いしていると

いうことですか。 

そのとおりです。仕様書等においても、再委託ができ

ることを書いております。手続を踏んだ上で再委託をし

ているところです。 

再委託の申請手続の書面はありますでしょうか。 申し訳ありません。今回の提出資料の中には添付して

いませんが、再委託の承認書は保存しております。 

現在、落札額の何パーセント程度が再委託の費用か分かりま

すでしょうか。 

再委託の金額は 1,000 万円少しで、委託金額が 6,000

万円程度ですので、6 分の 1 程度となります。 

分かりました。  

資料の予定価格の内訳で、通訳の部分について、「委託費（通

訳）」という項目があります。発注する側としては、どのよう

な内訳で、なぜこの金額になったのか、何か説明はありますか。 

基本的には、事業者から参考見積り等を頂き、参考見

積りを参考にしながら設定させていただいております。 

この部分があまりにまとまっている印象を受けますが、更に

詳細な内訳はあるのでしょうか。参考見積りがそのまま採用に

なっているのでしょうか。希少言語がこれだけあって時間単価

が幾らで何時間ぐらい想定されるかなど、実質的な内訳はある

のでしょうか。 

現状はない状況ですので、今後、工夫して作りたいと

思います。 

発注する側としても希少言語の部分は、当然、再委託される

前提で仕様を組んで予定価格を作っていることになるのです

か。 

受託事業者が自社で全てできれば再委託する必要は

ないと思っておりますが、再委託しないとできない場合

には、再委託も念頭に置いてというところかと思ってお

ります。 

外国人の法制度あるいは慣習も含めた助言という実質的な

部分と通訳というテクニカルな部分は一体的運用がいいとい

う考えの下、一体として発注することが意図的に選択されてい

るようなので、いろいろ言えないですが、仮に、通訳の部分だ

けを発注しようとしたら、このようなまとまった予定価格や考

え方ではとても済まないと思います。 

人件費部分と委託費部分の振り分けで、どこまでが人件費部

分で積み上げに入っていて、どこまでが委託費に入っているの

かも含めて、適切性をきちんと説明できるようにしておいたほ

うがいいのではないかと思いました。 

ありがとうございます。今後、検討したいと思います。 

今回、落札された日本エマージェンシーアシスタンス株式会

社の Web 等を確認しました。危機管理を総合的に行っているよ

うな会社に見えます。このような業者でないと今回のような事

業をおそらく請け負えないのだろうと思いますが、今回の案件

の名称が、適切ではなかったということはないのでしょうか。 

案件の名称が適切ではないというのは、具体的にどの

ような意味でしょうか。 

遠隔通訳サービスを欲しているように見えると思います。国

は通訳を雇いたいと言っていると思われてしまい、関心を持っ

てくれた方々は通訳業者、専門通訳のような方々で、よく読ん

でみたら、あるいは、説明を受けてみたら、「危機管理の仕事

であり、とてもできない」となってしまうことはないかと思い

ますがいかがでしょうか。 

案件の名称によってそのような誤解が生じるようで

あれば、今後、検討したいと思います。基本的に名称に

ついては、事業で実施したい内容を記載させていただい

ております。外国人患者の受入れ医療機関の対応支援事

業で、括弧書きの中で夜間・休日ワンストップ窓口、並

列する形で希少言語に対応した遠隔通訳サービスとい

う2つの内容を含ませていただいております。事業内容

を正確に表現した意図です。事業名が誤解を生じるよう



であれば工夫したいと思います。 

最後にくるものが印象に残る気がしました。科学的な指摘と

はいえないかもしれませんが、少しご検討いただけたらよいと

思います。既に質問、意見の中に出てきたものと重複する部分

もあるかもしれませんが、遠隔通訳を別にするのはかえって非

効率なのでしょうか。 

医療機関が困るのが、多言語の外国人の受入れが不慣

れであると相談してくるところがあります。多言語対応

で困っている医療機関の相談を聞くと通訳などの話に

なりますので、そのような相談と通訳を一体として提供

したほうが効率的な事業ができるかと思って、この事業

を組み立てています。 

分かりました。積極的に分けたほうがいいという根拠はない

ですが、ワンストップ窓口を運営するノウハウのある企業と希

少言語に対応した通訳がいる企業は、必ずしも一体ではない気

がして、もし分割して調達できて、ワンストップ側の業者には、

こちらの専門通訳業者を使いなさいと紹介すれば、さらに安く

済む、あるいは、効率的になることはないだろうかという観点

で質問した次第です。 

ありがとうございます。先ほどもご指摘がありました

が、ワンストップ相談窓口の中で、再委託ができること

があり、再委託をすると事業者の中での負担も軽減され

るところもあるかと思いますので、分割するかどうかは

また検討したいと思います。再委託という条項がありま

すので、絶対に1者でないとできないわけではないと思

っております。声掛けをしながら、様々な工夫をして対

応していきたいと思っております。 

分かりました。今回のような事業では、個人情報の取扱いが

必ず出てくると思います。プライバシーマークなど、そのよう

な資格を持つ者という指定は特にありますか。 

入札公告と仕様書の中ではそのような記載がされて

いないので、今後、仕様書等の工夫をしたいと思います。

ありがとうございます。 

 

そうですね。個人情報の取扱いについての記載はあったほう

がいいと思います。日本人よりもプライバシー意識が更に強い

方も多くいると思います。プライバシーマークを盛り込むと、

今回、手を挙げた業者すら手を挙げられなくなる可能性もある

と思います。そのような方向にいく場合、次の調達から盛り込

むことを早めに周知していただいくといいと思いました。 

ありがとうございます。 

 

仕様書の中の応答率基準について、「90％以上/月」の内容

は、極端に言えば、30 日のうち 3 日間、完全に応答しない日が

あってもよいということにもなりますよね。 

はい。 

基準としてどうなのでしょうか。私は不適切のように思えま

す。1 日当たりというのであればまだ分かる気もしますが、担

当者がたまたまということはあると思います。 

医療機関等からの相談が入ってくるかどうかになろ

うかと思っていますので、部局としては 90％以上が妥当

と考えておりますが、妥当でないのであれば、今後、ま

た工夫したいと思います。 

90％が高いか低いかではなく、月の単位で考えるべきかとい

う意味です。月に90％以上だったら、30日中の3日間は完全に

シャットダウンでも構わないということですよね。 

当然、問合せが毎日くるわけではないですが、今、電話して

応答がなかったとしても、午後にもう一度電話したら回答して

くれるという程度のことは望まれているのではないかと思い

ます。そうであれば、月当たりという考え方ではなく、1日当

たりなどの基準のほうが、同じ90％でもよいのではないかと思

いますがいかがでしょうか。 

ありがとうございます。次回の仕様書等において工夫

したいと思います。 

予定価格の積算の表の単位について、「シフト」は何を指し

ているのでしょうか。 

1シフト8時間勤務を想定しており、1日の中で対応す

るシフトが幾つになるかを積み上げたものです。本事業

は、夜間と休日に対応するものです。1日8時間の中で年

間に何シフトあるかを積算しております。 

シフトというと、飲食店のアルバイトでは、1シフト2時間や

3時間であることもあり、少し不明確な書き方ですので、欄外

に1シフトは8時間であることを明記するのが便利かと思いま

す。担当者の引継ぎも兼ねてそのような記録は残すようにお願

いします。 

はい、承知いたしました。 

 

シフトの横にある数字「0.5」は何を意味しているのでしょ

うか。 

純粋に積み上げをすると予定価格の規模が多くなる

ため、参考見積りを取りながら適正な予算規模を定める

に当たり、0.5 を調整率にして、その半分というところ



で 0.5 を掛けて、全体の予定価格として総額を下げてい

るところです。 

分かりました。次の調達に役立つ知見だと思いますので、予

定価格を基にした場合だと高すぎる、あるいは、予算超過だと

いうことで調整率をここに記したなど、引継ぎとして書いてい

ただくとよいかと思います。 

ありがとうございます。 

（分科会長の意見） 

それでは、本件については以上です。ありがとうございまし

た。 

 



 

【審議案件２】 

審議案件名 ： 届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスの運用・保守業務一式（令和６年度） 

資格種別  ： 役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣランク） 

選定理由  ： 一般競争入札を実施している案件中、低入札価格調査を実施しているため。 

発注部局名 ： 労働基準局労災管理課 

契約相手方 ： 株式会社グランドユニット 

予定価格  ： 97,199,344円 

契約金額  ： 42,108,000円 

落札(契約)率： 43.3% 

契約締結日 ： 令和 6年 5月 20日 

（調達の概要） 

一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、２者の応札があり、株式会社グランドユニットが契約の相手方と

なった。落札率は43.3%であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

低入札価格調査の資料に貸借対照表が1年分だけ添付されて

いますが、以前は3年分添付されていました。1年分に変更にな

ったのですか。ほかの案件でも1年分なのでしょうか。それぞ

れの判断になったのでしょうか。 

本事業に関して言えば、1年間、しっかりと事業を運

営している実績があれば十分ということで、最低限の部

分である、1年間を今回求めたということとなっており

ます。 

 実績の話でしょうか。この会社が不適切でないか、事業を継

続できるかどうかをしっかり判断する資料だと思います。 

一般的に、システムの調達において1年間の貸借対照

表を求めるということで、事業者の適切性を確認するの

に十分と考えております。 

低入札価格調査などを行う時は、事業継続できるかどうかの

リスクを判断するのに、1年分だと粉飾も可能になります。2年

分、3年分あれば粉飾などのリスクが小さくなると思いますが、

そのような調査ではないのでしょうか。そのような認識ではな

いため、1年分あれば十分ということでしょうか。 

ご指摘いただいたような粉飾などの部分についてま

で考えが至らず、1年分を確認すれば十分というように

考えていたというのが現状です。 

省としての方針も、粉飾などに対してではないということで

すか。 

事務局から失礼いたします。特段、何年分ということ

を定めてはおりません。 

分かりました。審査調書に、当初の計画では履行期間は、令

和 6 年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までですが、調達仕様書で

は契約期間が 5 月 1 日からとなっています。調達概要だと、5

月 20 日からとなっており、最終的な期間はいつからいつでし

ょうか。 

今年度の調達としましては、5月20日に契約が始まっ

ています。簡単に経緯を申し上げますと、昨年度に帳票

の関係で省令改正を行っております。帳票に係る入力項

目を変えることになっており、システム関係も昨年度そ

の改修を行っています。改修自体も、2月には改修のシ

ステムが終わる予定でしたが、システムの反映が完全に

できておらず、3月20日すぎまで修正が生じていた関係

で令和6年4月分については、随意契約でシステムの保守

運営を昨年度も実施していた株式会社グランドユニッ

トにお願いしたという経緯です。5月1日からの契約を目

標としていましたが、入札をしたところ、低価格という

ことで、審査を行うのに一定の時間を要して、結果的に

事業の開始が5月20日となってしまったというもので

す。 

4月分は随意契約でやって保守ができました。5月に入って、

更に随意契約で行ったということですか。 

はい、そのとおりです。 

分かりました。資料のスケジュール表を見ると、開始は 5 月

29 日となっています。また、資料の別ところには「ヘルプデス

ク業務は電話準備期間を考慮し、令和 6 年 6 月 1 日以降の開始

とする」と書かれています。 

予定価格の積算内訳ではヘルププデスク業務が 11 か月間で

計算されているようですが、実際の開始時期を踏まえると 10

か月間になる部分が出てくるかと思います。精算はできている

のですか。 

5月1日の事業開始を見込んでいたため、当初は11か月

分で予算を見ていました。ご指摘のとおり、契約した時

点で10か月分に変更することは考えられたかもしれな

いと今は思っております。ただ、その時点ではそのよう

な考えに至っていなかったというのが現状です。 

その後、ヘルプデスクの運用状況を事業者と確認して

いますが、先ほど申し上げた法令改正の施行が来年の1

月1日を見込んでいて、現在、厚生労働本省などにも関



連する照会が非常に増えてきているのが現状です。そう

いったものを踏まえて、当初見込んだよりもヘルプデス

クの対応を手厚くする必要があるのではないかという

ことで、現状において11か月分の予算で、ちょうど適切

な程度の業務量になるのではないかと考えており、契約

の変更等には至っていません。 

分かりました。ありがとうございます。  

今の最後の話だと1か月分、あるいは端数があるかもしれな

いですが、始期が遅れたことによる分と、今後忙しくなり業務

量が増えることがあろう分を相殺すれば、価値的にイーブンだ

からいいのではないか、というような説明に聞こえましたが、

大まかに言うとそのような概要ですよね。 

すみません。おっしゃるとおり、そのような説明とな

ります。 

低入札価格調査の理由で履行期間が短縮されることによっ

て、従量制というか、期間が短くなる部分を詰める、減額しよ

うとすると変更契約の形になると思います。相手と交渉するよ

うな形になるのか、もうこちらでそう決めて「比例的に減額し

ます」と一方的に伝えれば済むのか、どちらでしょうか。 

先方としっかりと相談した上で対応するものと認識

しております。 

仕組みの問題なので、当委員会の審議範囲とは少し違うかも

しれませんが、価値的に将来見込まれるものとイーブンだか

ら、「まあ、いいでしょう」というのは、役所的ではない感じ

がすると思います。 

はい。本来であれば11か月間が10か月間に短縮になっ

た時点で、変更契約の必要性をしっかり確認した上で必

要な手続を行い、別の理由で増えるのであれば、それは

それで別途検討を行って必要な手続を行うというのは

ご指摘のとおりかと思います。今、そこまでできていな

いというのが現状です。 

将来的に契約を変更するかしないかの判断は当委員会の審

議範囲ではないのかもしれませんが、検討していただければと

思います。ありがとうございました。 

 

私も予定価格の11か月間、10か月間の問題が非常に気になっ

ております。通常であれば、やはり当初の期間でなくなってし

まったとなれば、契約の時点で期間も変更し、払う金額も変え

て契約になると思います。一度、契約してしまってから変更契

約という手順になったのであれば、少し管理が足りないのでは

ないかと思うところがありますので、国民から預ったお金を使

っているという意識を持たれて、厳しく管理していただきたい

と思いました。 

また、前回も低入札価格調査の対象になっていると思います

が、その認識で正しいでしょうか。 

はい、そのとおりです。 

そうすると、仕様書が分かりづらいのではないでしょうか。

仕様書に書かれているものならこの金額でできる、というよう

に二度続けて出ているわけですから、仕様書の分かりやすさが

足りないのではないかと思います。この辺りは点検されました

か。 

令和5年度にも低入札価格調査の対象ということです

が、この事業は令和元年度から行っており、令和元年度

から令和4年度までは、ほぼ我々が見込んだとおりの入

札結果でした。 

令和5年度分については、この業者で低入札価格調査

を行った時に、管理部門を一般のIT企業と比べて大きく

圧縮していることが調査の結果分かっており、特殊な事

例があると考えました。令和6年度については、長く実

績のあるようなものをベースとして単価を考えさせて

いただきました。 

ご指摘のとおり低入札価格調査が2年続いている状況

ですので、令和7年度以降も事業を継続したいと考えて

おりますが、そういった時に単価の見直し等について

は、しっかりやっていきたいと考えているところです。 

建築などでは資材高騰などもありますが、このようなシステ

ム系のものは新技術が出てくれば、大体下がっていく方向で

す。余り高く盛り過ぎた見積りをしない、積算をしないほうが

よいのではないかと思います。ご検討をお願いします。 

ありがとうございます。 



前年度の履行条件で特に問題がないという認識でよろしい

ですか。 

約束したものは実際に全部やっていただいていると

いう認識で間違いありません。一方で、先ほど申し上げ

たとおり、システム改修部分について、2月までに全部

対応していただきたいものがありましたが、そこで不具

合を生じさせてしまったという事実はあります。 

最低価格落札方式では、手続上余り評価できない部分がある

かもしれません。総合評価落札方式に変えるか変えないかも含

めて、幅広に検討してみる価値はあるかと思います。 

ご指摘ありがとうございます。 

（分科会長の意見） 

それでは、本件については以上にさせていただきます。あり

がとうございました。 

 



 

【審議案件３】 

審議案件名 ： 令和６年度勤務間インターバル制度研修講師派遣事業 

資格種別  ： 役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣランク） 

選定理由  ： 一般競争入札を実施している案件中、１者応札であり、低入札価格調査を実施しているため。 

発注部局名 ： 労働基準局労災管理課 

契約相手方 ： ランゲート株式会社 

予定価格  ： 53,295,742円 

契約金額  ： 24,200,000円 

落札(契約)率： 45.4% 

契約締結日 ： 令和 6年 4月 1日 

（調達の概要） 

一般競争入札（総合評価落札方式）を行ったところ、１者の応札があり、ランゲート株式会社が契約の相手方となった。

落札率は45.4%であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

予定価格の積算の内訳ですが、交通費の金額はどこから持っ

てきた数字でしょうか。 

ブロック単位を中心として、全国 1 か所から派遣をす

る単価という形で持ってきたものではなくて、各都道府

県のブロックに事務所があることを想定して、事務所か

ら派遣をする形で金額を積算したという形になってお

ります。 

何カ所のブロックに分かれているのでしょうか。 基本的に、7 ブロックだと思います。 

その中心地辺りからの旅費を見込んでいるということでし

ょうか。 

はい、そのとおりです。 

講師の謝金単価について、予定価格の積算に比べて、業者側

のほうが低くなっています。オンラインの場合は、さらに低く

設定されています。講師の謝金単価は、何を基準に決めている

のでしょうか。 

謝金単価の基準については、会議出席謝金支払基準と

いう基準の中で、委員や臨時委員の日額の単価を用いて

おります。金額が高いのではないかという問題意識かと

思いますが、その点については、講師を派遣する研修で、

研修の対象が産業医の先生、又は衛生管理者などの専門

的知識を有している方を対象としており、研修対象の方

からの質疑などに対応できる者でなければならないと

いうことを前提として、高度な専門的知識を有している

必要があると判断したのが 1 点です。 

もう 1 点が、社会保険労務士のネットワークに有する

団体からも、市場の一般的な謝金の相場はどの程度かと

いう助言も頂き、それも踏まえて金額を設定しておりま

す。 

業者側の説明では、拘束時間などから金額を設定しているよ

うですが、業者側で自由に決めてよいということでしょうか。

積算の見積りと金額が全然違っても構わないのでしょうか。 

金額については、企業ごとになると想定はしておりま

すが、時間については、説明時間は 10 分～15 分と仕様

書の中で定めて、その時間を使って説明をするようにと

整理をしています。一方で、産業保健総合支援センター

（産保センター）において開催している研修に、スポッ

ト的に 10 分、15 分の時間帯だけ行って説明をしてくる

というのは現実的ではなく、具体的な研修の説明内容も

参加する産保センターによって微妙に違っている所が

ありますので、そういった説明の内容を踏まえて、当事

業における説明の内容というものを、どのような雰囲気

で研修が進んでいるのかを見て、言い方を工夫しながら

対応してほしいと考えて冒頭から出席を求めておりま

す。 

業者側が最初から参加していることが前提だと思いますが、

オンラインと実際に現地に行く場合を比較して、移動時間や実

質的な拘束時間によって謝金を変えていくという話だと思い

厚労省側と業者側でオンライン、現地へ出席する際の

金額の差が非常に大きいといった点をご懸念されてい

る問題意識かと思います。確かに業者側から提案があっ



ます。業者側は業者側の考えで、厚労省側から何か意見するよ

うな話ではないということでしょうか。 

た金額は、当初、当方で考えていた金額を大きく下回っ

ていた状況ではありますが、論点としては、提案された

金額で落札業者が用意する専門家が十分な知見と専門

性を有しているかといった観点かと思います。基本的に

は、技術審査委員会において業者側が説明をされたとき

の資料の中で、勤務間インターバル制度に関する支援等

の実績が 3 年間で 350 件とあるように、相当の説明をし

てきているといったところがあったため、そういった意

味で問題がないと思っており、その点について指摘はし

ておりません。 

落札したときの見積りは、何対何の割合でオンラインと実地

を見積もっていますが、後になって、オンラインが増えていく

と、業者が得する可能性がありますよね。オンラインを積極的

に進めていけばいくほど得をしていくことになると思います

がいいのでしょうか。オンラインと、実地とでは、やはり研修

の効果に差が出るから実地でやってくださいと、感染症が流行

しているなどの事情でもない限り、オンラインはしないという

ルールはないのですか。 

その点については、入札説明会のときに説明しており

まして、原則、現地で説明をしてもらいたいと言ってお

ります。その上で、産保センターが行っている研修に参

加させてもらうという立場から、産保センターがオンラ

インでやりたいという要望があった場合には、オンライ

ンで対応をしてくださいという形で説明をしておりま

す。 

業者の貸借対照表が添付されていますが、いい状態ではない

ように見えます。これについての説明が、過年度の一般管理費

に先行して支出した分が入っているからという内容ですが、会

計上は、そのようなことが発生しない方法を取るものです。費

用だけ先行して後からまとめて収益が計上されるということ

はなく、均等になるようにきちんと行うというのが原則です。

特例を使っているのかもしれないですが、原則からすると、説

明として適切ではないように思います。前年は利益が出ている

ことから前々年以前に大きな赤字が出ているのではと推察さ

れます。そうすると、低入札価格調査の説明は、しっかり見て

行ったのか気になりますが、提示してきたものをそのまま受け

身で流さずに、きちんと指摘などしたのでしょうか。 

ご指摘の点については、貸借対照表上、余りいい状態

ではないという点について、技術審査委員会のときから

委員の先生からご指摘を頂いたところでもありまして、

その点については、問題がないかということの確認はし

っかりとしたいと先生方にもご説明しましたし、その上

で、低入札価格調査としてまとめたつもりです。 

先方の説明をそのまま納得なされたということですか。 はい、先方からの説明として頂いた所について適切で

はないかというように判断させていただきました。 

長くなりましたが、ありがとうございました。 ありがとうございます。 

1回の研修の拘束時間は、最初から最後までいるという前提

になっていますが、大体何分程度という想定ですか。始まって

から最後まで、参加することが前提と言うことは応札業者に伝

わっているのでしょうか。 

はい、産保センターが行う研修の時間数による形にな

りますが、2 時間程度が一般的なオーダーです。それぞ

れ行われる研修によって若干の時間の変化はあります

が、主に 2 時間程度であると入札説明の折に説明してお

ります。 

説明会で、特に書面は用意していなくて、口頭説明のような

形で行うのでしょうか。 

はい。仕様書を固める段階では、まだ具体的な時間数

が見えておりませんでしたので、仕様書に記載すること

ができませんでした。 

講師として専門的な内容を話している時間と、ただ他の方の

説明を聞いて待っているだけの時間では、時間の重みが異なる

と思います。時間を切り売りしている仕事としては、違和感が

あるような気がします。拘束時間が半日なのか、1時間程度な

のかも影響は大きいのではないかと思います。今年初めてなら

仕方ないかもしれませんが、おおよそ分かるのであれば、内容

を示したほうが分かりやすいのではないかと思います。 

似たような観点ですが、現地とオンラインの比率もどの程度

見積もったらいいのか、公平な競争のためには何か物差しがあ

ったほうがいいと思います。可能性によっては100％現地かも

しれませんし、業者側にとってはリスクになりうる部分です。

現地とオンラインの比率について、業者側の前提や準備と、実

際の業務内容が大きく異なると混乱を招きかねません。入札手

ありがとうございます。ご指摘のとおり、この事業は

初めて行った事業でした。仕様書を考えていく段階にお

いて、産保センターを所管している部署と調整を行いな

がら検討を進めていきました。正に、何時間の研修を実

施するのか、また、47 の産保センターのうちのどの程度

がオンライン開催をしているのか、又は希望しているの

かに関しては、それぞれの産保センターで決めていくも

のであって、なかなか決まっていかないということが、

準備をしている中で分かったと思っております。 

そういった意味で、講師派遣事業という形でこの取組

を続けていくのは難しいと考えたところで、冒頭に申し

上げたとおり、講師派遣という形態ではない形で、来年

度は行っていきたいと検討をしているところです。 



続の仕組みの中でうまくできるかは分かりませんが、固定部分

と変動部分を業者側が決めるのであれば、業者側が工夫できる

部分もあると思いますが、今回のように発注者側・産保センタ

ー側次第という場合に、入札手続上の技術的な方法として、何

かありますでしょうか。 

分かりました。ありがとうございます。  

調達概要書に書かれている分析、対応のとおりという感想で

す。どの程度の講師を用意すればよいか、日程が定まっていな

いといった、不明確なものが増えれば増えるほど、コストを盛

る形になってしまい、落札できる可能性が下がってしまいま

す。落札できる可能性が低いものについて、総合評価の提案書

を書くことは、非常に面倒で、引き合わず、結果として一者応

札になってしまうところがあると思います。来年度は講師派遣

ではない形にしたらいいかもしれないと検討されているとい

うことなので、検討を進めて、場合によって、業務を切り分け

られるのであれば、より小さい企業も参入できるように分けて

いくという形も考えてみていただければと思いました。 

ありがとうございました。 

（分科会長の意見） 

それでは、本件については以上といたします。ありがと

うございました。 

 



 

【審議案件４】 

審議案件名 ： ハローワークの業務のオンライン化に伴う環境の整備（システム設計・導入及び運用保守等業務一式） 

資格種別  ： 役務の提供等（Ａランク） 

選定理由  ： 一般競争入札を実施している案件中、１者応札であるため。 

発注部局名 ： 職業安定局雇用保険課 

契約相手方 ： 株式会社ＮＴＴデータ 

予定価格  ： 3,443,554,180円 

契約金額  ： 2,281,730,000円 

落札(契約)率： 66.3% 

契約締結日 ： 令和 6年 4月 1日 

（調達の概要） 

一般競争入札（総合評価落札方式）を行ったところ、１者の応札があり、株式会社ＮＴＴデータが契約の相手方となっ

た。落札率は66.3%である。 

意見・質問 回   答 

予定価格を算出するに当たっての資料で、計算の根拠になっ

たものだと思いますが、計算の方法を教えてください。計算を

してみましたが、金額を無視している、3者しかないのを4で割

っているなど、計算方式が混在しているような表のため、どの

ように算出したのか説明をお願いできますか。 

見積りですが、当初、こういった条件で見積りをお願

いしますと、同一にお願いをしているところ、各社で様

式が様々異なっているため、項目の中に、どうしても1つ

の項目として金額を挙げられず出しているものがあり、

それを全体で見たときに、1つの項目が大きくならないよ

うに4者分で見積りを取っているので4で平均をしている

という形で算出しております。 

分かりました。A社のように各社独自の項目が作られてしま

っているため、集約すると、どの年度がどこの費用に入るのか

分からないから、何とか苦肉の策で振り分けた結果、このよう

な表が出来上がって、4者分を足して4で割れば合計額だけは出

てきますということでしょうか。 

各社によって、得意、不得意な分野もあって、見積り

を出しにくい項目もあり、ご指摘のとおり、1つの項目だ

けを取ると、非常に金額差が開いており、どのように全

体で出すのがいいかと検討した結果になります。 

 各社にこのような項目に分けて算出してほしいという依頼を

したわけではなく、先方が仕様書等を見て、推測し、正しいだ

ろうと判断した項目で見積書を作った結果、様々な項目が出来

上がってしまったということですか。 

こちらから示した内容は同一ですが、事業者によって

は、1つの項目に違う項目も含まれてしまった形で金額を

提示してきているということになります。 

予定価格を算出する表について、様々な項目に振り替えはし

たが、各項目が合理的な金額かと言うと、先方が作った項目を

無理に分けたものという評価にしかならず、総額で見る以外に

手がないのだと受け取れますが、そのような理解でよろしいで

すか。 

頂いた金額を参考にしながらも、その中でひとまずど

の程度のものかというところは検討しております。6月に

頂いた見積りではありますが、その前に1度、2月頃の時

点で、更にどの程度掛かるかの見積りをあらかじめ頂い

ていて、金額の規模感は比較をしているということです。

見積りに関し、A社、B社、C社、株式会社ＮＴＴデータの4者

で金額にばらつきがあります。これらを足して最終的に4で割

って総額にした数字の意味合いを教えてください。 

こちらも同じ指標、条件をお示しして、Web 会議システ

ム、予約システム、電子申請システムを提示した中で、

各社調達ができるライセンスや、システムを基に金額を

出していただいているものと考えています。工数につい

ても、PMO 審査の中で、この程度のシステムエンジニアの

方の工数がこの程度かかるという書類は出して認定を受

けているところであり、そういう認識でおります。 

予定価格の合理性があまり見えません。予定価格は単純に平

均をとればいいというものではなくて、ねらったものを作るに

は、このぐらいの費用が掛かるからということで作るのですよ

ね。 

ご認識のとおりです。初めて作るものに当たって、同

じ条件を示した結果、今回のように様々な数字が上がっ

てきてしまい、こちらもなぜなのかと検討してきたとこ

ろです。ただ、金額に差異があったということは、最初

の条件の示し方をもう少し精査して示す必要もあったか

とも思います。 

今回のような巨大なシステムを構築する場合は、専門のコン

サルティング会社などに頼んでいるのではないかと思います。

専門的な方から見ても、金額は妥当だったのでしょうか。平均

予定価格の設定にまで支援の業者が直接関わってきて

いるとは確認しておりませんが、技術審査委員会の資料

や仕様書を作るに当たっては、支援の業者の力をお借り



を取ったら、偶然コンサルティング会社が出した数字と同じぐ

らいになったということでしょうか。 

しております。 

 

最後に、予定価格の算出に用いた見積り金額と応札額では差

が出ています。なぜ大幅な差額が出たかについては聞いていま

すか。 

申し訳ありません。なぜこのような差額が生まれたの

かということについては、確認しておりません。 

参考価格を上げて、実際に札を入れるときは、正しい金額で

という話かどうかについては、分からないということですね。 

はい。 

 

今の話を伺っていて、予定価格の所についても専門家を入れ

ることは検討したほうがいいなと思いました。 

ありがとうございます。 

同様に、予定価格を算出する表について、疑問があります。

「ライセンス料」の項目の下に、項目名が何も書かれていない

行がありますが、これは何でしょうか。 

Web 会議システムのライセンス料と切り離せる、企業の

予約機能、電子申請のシステムのライセンス料になりま

す。 

この項目名が書かれていない行に、数字が計上されている業

者と数字が計上されていない業者がありますが、どのような整

理でしょうか。 

この部分は、1 つ上の「ライセンス料」の項目にまとめ

て計上しているか、２行に切り分けて計上しているかの

違いになります。 

「機器の運用・保守」の項目について、C社は数字が計上さ

れていませんが、運用・保守はしない又は無料で実施するとい

うことでしょうか。 

こちらについても、先ほどから申し上げているのと同

様で、C社については、「ライセンス料」の項目にまとめ

て計上している形になります。 

分かりました。一般的に、ライセンスと運用・保守というの

は、全く違う費目ですよね。 

はい。 

ライセンスは利用する人や、端末によって比例し、運用・保

守は、そのほかにそれに関わる利用率などに掛かってきます。

それらを合算するという感覚が少し考えつかないです。先ほど

4で全部割ったらうまくいくのではないかというお話でした

が、先ほどの「ライセンス料」や「機器の運用・保守」の項目

など、丁寧に精査・算出する必要があると思います。 

分かりました。今後、予定価格を立てる上では、もう

少し精査した上で確実なものが出せるような形で計算を

していきたいと思います。 

今回は一人で作成した積算でしょうか。ほかの方が確認すべ

きではないのかという印象で、私としてはここ数年の中で驚い

た案件の1つです。企業から出してきている明細も、3年間のこ

とを1年間と書いてあるなど、本来、作成し直すように指摘す

るべきだと思います。 

恐らく、やり取りはしていたものの、当初の見積りを

出していただくのにも非常に時間が掛かったということ

ですので、もう少し時間的な余裕を持って見積りを取る

必要があったと考え、今後にいかしていきたいと思いま

す。 

分かりました。今回の振り返りが極めて必要な気がします

ね。額の契約ですから、説明責任と考えたときに、今日の質問

と回答の流れでは、国民は納得しづらいのではないかと思いま

す。 

はい、ありがとうございます。ご指摘を踏まえて、改

善していきたいと思います。 

一者応札になった要因分析について、何を要する時間が足り

なくて、応札できなかったのかが書かれていません。省内、課

内では把握しているのでしょうか。 

入札は参加したいと、営業側は非常に熱心にやってい

たところ、技術部隊のマンパワーの確保が間に合わなか

った部分が大きいと聞いております。入札、開札後から

履行期間、開始までと、サービスインまでの期間、両方

だと思いますが、具体的にどこが足りないということは、

確実には把握していないですが、やはり、技術部隊のス

ケジュール感との日程調整が合わなかったと把握してお

ります。 

次の調達があるとのことですが、スケジュール的に何の時間

が足りなかったということまで聞き取りをして、書いておかな

いと、次の調達でもやはりうまくいかなかったとなりやすいの

ではないかと思います。 

そちらについては確認したいと思います。 

是非、そのように聞き取ってみてほしいです。 はい、承知いたしました。 

 精査の後に提示しますという金額がありましたが、最終的に

精査された金額が出てきて、その金額を元に予定価格を作った

のでしょうか。 

ブースパネル、ヘッドセット、プリンター、電源工事

についての価格が精査中になっておりまして、後日、見

積りは示されましたが、大勢に影響がなかったこともあ

り、反映はしていないという状態になります。 



分かりました。最後に、実際に入札した価格の内訳は徴取し

ているのですか。 

入札後の内訳で、何の開発費用に幾ら掛かるというの

は出していただいております。 

 今回の予定価格でどこの項目が過剰だったという比較はでき

たということですか。 

はい。項目ごとに整理をすれば、今からでも比較はで

きると思います。 

まだやっていないということですね。 はい、申し訳ありません。 

 巨額の調達で長期間のものですから、応札者側も費用の算出

が難しいと思います。厚生労働省側も見積りは難しいところで

すので、力を入れて比較して、何が予定価格の上振れをさせた

のかという点は確認すべきだと思います。 

 はい、ありがとうございます。今後、対処したいと思

います。 

（分科会長の意見） 

これにて本件は終了としたいと思います。ありがとうござい

ました。 

 



 

【審議案件５】 

審議案件名 ： 「職業情報提供サイト(日本版O-NET)」に係る写真動画制作・広報等業務一式（令和６年度） 

資格種別  ： 役務の提供等（Ａ又はＢランク） 

選定理由  ： 一般競争入札を実施している案件中、１者応札であり、低入札価格調査を実施しているため。 

発注部局名 ： 職業安定局雇用保険課 

契約相手方 ： 株式会社讀賣連合広告社 

予定価格  ： 36,548,050円 

契約金額  ： 20,207,000円 

落札(契約)率： 55.3% 

契約締結日 ： 令和 6年 4月 1日 

（調達の概要） 

一般競争入札（総合評価落札方式）を行ったところ、１者の応札があり、株式会社讀賣連合広告社が契約の相手方とな

った。落札率は55.3%であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

審査調書の「前回一者応札の要因及び対応方針」に、一者応

札への対応として声掛けなどを行っていくということが書か

れています。今回はどの程度の業者数に声を掛けたのでしょう

か。 

今回の調達に当たって、11 者ほどにお声掛けをさせて

いただきましたが、うち入札参加説明会に参加いただい

たのが 3 者となります。 

今回も一者応札になった要因は、期日までに提案書を準備で

きる余裕がない、参加資格に満たないといった声があったとい

うことですが、何者に聞いたのでしょうか。 

2者ほどに聞きました。 

一者応札が連発していますが、具体的な今後の対応策として

公告期間を長くして声掛けを行う以外に方法はないというこ

とでしょうか。あるいは、切り分けて別々に発注してみたらい

いのではないでしょうか。 

今、ご指摘いただいたとおり、1者の状態が続いてお

りまして、私どもも声掛けなどはさせていただいており

ますが、それでも改善されないということもありまし

た。 

ご指摘の中に、事業内容を分けるというものがありま

したが、今年度の事業は従来通り広報業務と動画作成業

務をあわせて行いますが、来年度以降については、事業

を2つに分けて、広報と動画の作成で切り分けて行うと

いう形で調達させていただきたいと考えております。 

昨年度、受託いただいたD社より、お話している間に、

D社は、どちらかというと動画作成に力を入れているら

しく、やはり広報と一緒にするというのが少し難しいと

伺っていましたので、今、ご指摘いただいた、事業を分

けるということを検討させていただいているところで

す。 

分かりました。参考見積の、D社とE社の2者が出してきた金

額に非常に大きい開きがあると思いますが、E社を見ると、項

目で違いが生じているというのが分かります。なぜ見積りにお

いてこのように違いが出たのでしょうか。会社の意思決定、そ

れぞれの企業の基準で行うからか、それとも意図がうまく伝わ

っていないからでしょうか。実際に予定価格を立てるときは、

D社の金額に近いのではないかと思いますが、内容を比べてみ

ると、D社の予定価格もまた全然違います。そうすると、何が

適正な価格かというのが分からなくなりますが、なぜこのよう

な違いが出るのでしょうか。 

今のご指摘の中にありました、社内の規定、基準のよ

うなもので一式、二式という形で足し上げていっている

ものと思っております。参考見積りについて、令和5年

度予算要求時に取らせていただいた見積りですが、見積

りの際には、どのような事業を行うのかという概要のよ

うなものを付けておりまして、当初、厚生労働省側で別

途、運用しているサイトの中に掲載する動画を10本撮っ

ていただくなどを示しています。個々の業者でサイトを

見たりして、どの程度の規模の動画かを見ていただいた

上で、社内で検討しているものと思っております。資料

の見積書以上に細かいものというのは、恐らく求めてい

ないと思われます。 

分かりました。ありがとうございます。  

今回の競争参加資格種別がA又はBランクということで、Cラ

ンクを省いていますが、何か意図があるのでしょうか。 

過去の仕様書等を踏まえて、内容に沿って A 又は B ラ

ンクとさせていただきました。個人情報を取り扱うた

め、今回は A 又は B ランクの設定になっております。 



個人情報を扱うのですね。写真動画制作・広報等というよう

に言われたので、個人情報を扱わないのかと思いますが、それ

について教えてください。 

写真動画・広報のため、一見、個人情報を使わないイ

メージになると思いますが、動画というのが、別途運用

しているサイト、ジョブタグというものがあり、日本国

内の500以上の職業ついて、どのような仕事かを紹介す

るページがあります。そのサイトの中に実際に働いてい

る方を対象に作る動画や、サイト内の動画の中に出てい

ただく中に一般の方もいるため、事前に肖像権の関係な

どで承諾書を交わさせていただいたりする関係も含め

て、個人情報を取り扱う形となります。 

分かりました。技術審査の資料内で、基礎点に0点が付いて

いるのがありますね。基礎点の所で0点というのは、なかなか

見ない数字ですが、提案内容や履行状況は大丈夫だったのでし

ょうか。 

すみません、今すぐ出てきませんので、お調べして、

改めてご回答させていただく形でもよろしいでしょう

か。 

 はい、もちろんです。  ありがとうございます。  

最後に、参考見積りについて先ほどもコメントがありました

が、予定価格の項目と参考見積りの項目の対応や、最小値を採

用したか平均値を採用したかなどを、欄外でもいいので、予定

価格調書に書いておいたらいいと思います。このような会議の

ためにというよりは、次回調達の役に立つと思いますので、是

非そういった記録を残すようにお願いします。 

今回、参考にさせていただいた見積りは、D社とE社で

すが、頂いた結果に割り算などをするというよりは、項

目ごとにどちらからか頂いているものを用いるという

のを基本的な取り方にしております。ただご指摘のよう

に、今後のこともありますし、見積価格をどのように設

定したのかを記録に残すことも必要だと思いますので、

予定価格の設定に当たっては、どのような考え方で設定

したのかということを文書として残したいというよう

に考えております。ご指摘ありがとうございます。 

（分科会長の意見） 

これにて本件終了といたします。ありがとうございました。 

 



 

【審議案件６】 

審議案件名 ： 新型コロナウイルスワクチンに係る厚生労働省コンタクトセンターの運営一式（令和６年度上半期分） 

資格種別  ： 役務の提供等（Ａランク） 

選定理由  ： 一般競争入札を実施している案件中、低入札価格調査を実施しているため。 

発注部局名 ： 大臣官房会計課 

契約相手方 ： トランス・コスモス株式会社 

予定価格  ： 314,974,431円 

契約金額  ：  91,395,128円 

落札(契約)率： 29.0% 

契約締結日 ： 令和 6年 4月 1日 

（調達の概要） 

一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、２者の応札があり、トランス・コスモス株式会社が契約の相手方

となった。落札率は29.0%であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

仕様について、資料に回線数は 70 回線以上、応答率は 1 営

業日全体で 95％という記載があります。回線数とオペレーター

の人数、席数は一致して同じと考えていいのですか。回線数と

オペレーターの数、席数は別概念ですか。 

回線数と席数は別の概念です。 

その差を簡単に説明していただけますか。 回線数というのは、新型コロナなどのワクチンを扱わ

せていただくところで、季節性や流行時期などを鑑み

て、70 回線をマックスで設けていただくということを予

定しております。席数について応答率の 95％に関して

は、時期などを見ながら実際の人数を配置していただく

数と考えております。応答率が 95％という考え方は、正

にその時期に合わせて国民の方から問合せをしていた

だくに当たって、しっかりと応答していただけるパーセ

ントを表しているものです。以上のことから、席数と回

線数は異なります。 

回線数は、設備や、人を出せばそれだけ増やせるということ

ですよね。そうだとすると、予定価格の内訳のオペレーターが

70 人というのは席数のイメージですか。 

該当箇所の配置の人数は、マックスで取った場合の人

数だと考えております。回線数は 70 回線を最大で設け

て、席数もマックスで見込んだ数で予定価格自体を立て

させていただいたという認識です。 

 前提となる考えは分かりました。最大で予定価格を作るのが

適切なのか、時勢に応じて凸凹はあっても、実質的な応答率の

ような蓋然性のある数字を設定して予定価格を組むのがいい

のか、どのようなご判断ですか。今回、初めての調達ではない

と思います。過去例を踏まえたうえで最大でやったということ

は、どのような判断なのでしょうか。事業者としては、過去の

入電実績から 10 名程度で対応可能だということを前提に、応

札してきていますよね。業者にとってはリスクなのかもしれま

せんが、翻って 70 回線までにする必要があったのかどうかと

いうことです。 

 

ご指摘のとおり、過去実績などを載せておりますの

で、そういったところを見ながら、実態の数に合わせて

見積りをしたほうがよいのかというのは難しい判断か

と思っております。先ほど申し上げたとおり、新型コロ

ナの状況は感染症で、しかも季節性ではなく、もちろん

流行状況やワクチンの新しい知見などがあれば、入電の

状況も上がり、問合せなども多くなってしまうというと

ころがあります。そういった波がいつあるかは、なかな

か読めない状況であるため、マックスで積ませていただ

いたほうがいいのかというのは、判断があるかというよ

うに考えております。ただ、今回の状況は 5 類になった

後の状況です。定期接種が 10 月 1 日から始まって、今

年度の 4 月から特例臨時接種という状況の変化もありな

がら、入電なども増えるのではないかというところも鑑

みて、今回はマックスで積ませていただいたというとこ

ろはあります。 

2 者であっても競争性が働いたから、ある程度のところで落

札しています。もし第 2 順位の一者応札だったら、大変な金額

で応札されていたことになりますよね。大きな金額の差が出て

しまいます。そこに賭けるというのは、疑問に思います。感染

正にそこは検討させていただきたいところです。今回

の下半期からも、新型コロナだけでなく、ほかの感染症

やほかのワクチンも含めて、新しい形でコールセンター

を設けています。そういったところの状況も踏まえなが



症なので、実績に応じてというのはなかなか難しいというの

も、ごもっともな気もしますが、ある程度の結果に応じて、金

額を変化させられるような調達方式は検討できないものです

か。 

ら、実績見合いで詰められるかどうかを検討できればと

考えております。もちろん不可能ではないと思っており

ます。実績などを取らせていただいておりますから、現

業者などともコミュニケーションを取りながら、詰めさ

せていただければと考えております。 

ありがとうございました。  

今の話に関係しますが、業者では繁忙期予想が 20％とありま

す。この 20％というのがよく分かりません。繁忙期は平均より

20％多いという意味でしょうか。 

項目の具体的な定義については確認できていません

が、全体のうちどの程度の割合が、時間ごとに稼働する

かという予測を積算したものではないかと推測してお

ります。 

私の考えだと仕様書のとおりにしないといけないイメージ

があります。業者は増減することがあるから繁忙期予想をし

て、必要な座席数は 70 も要らないというように判断して計算

してきたものだと思います。すると、公平感という意味ではど

うなのでしょう。皆さん一律に、これは 70 回線と書いてある

けれども、実績などから予想して、何席だから 70 回線まで要

らないということは、勝手に変えていいというのは一般的な常

識でしょうか。業者側が見積もったものでいいと書いてなけれ

ば、70 回線でやらなければいけないという気がします。公平性

という意味で、いかがなものかと思います。 

ご指摘のとおりだと思います。事業者によって解釈に

揺らぎが生じる書きぶりであったことは否めないと考

えております。実際に予定価格として見積りを出してい

ただいた事業者からは、70 席マックスで埋めた場合の見

積りを出していただいています。しかしながら、仕様書

では応答率 95％以上を達成するというところを、主軸に

置いています。そこを達成する上で、今回は最低価格落

札方式の競争入札なので、コストを抑えつつという事業

者の事業戦略というか、判断が入ったのではないかと考

えております。 

あくまでも厚労省が予想しているのはこのような数値だけ

れども、業者側での予測というのも問題ないですよという書き

方のほうが、誤解が生じない気がします。 

 もう 1 つは、業務体制が業務従事者 8 人に対して、業務管理

者 1 人以上を配置するというようになっているのが、積算の内

訳では人数が変更になっています。人数の変更については広く

皆さんに、変更箇所の周知はしたのでしょうか。 

人数が変更になったところの周知というのはどうい

った意味でしょうか。 

仕様書では、業務実施体制が業務従事者 8 人に対し、業務管

理者 1 人を配置するとなっていいます。積算内訳では、統括責

任者 1 人に対して、スーパーバイザー9 人で 10 人になっていま

す。「参考見積書の人数を採用する」という記載があり、統括

責任者 1 人、スーパーバイザー9 人で、仕様書の人数から 1 人

変わるという理解してよろしいでしょうか。そうすると、仕様

書と積算の内訳が違ってくるのであれば、前提が変わったとい

うことを、仕様書を手交した業者に説明する必要があるか思い

ますが行ったのでしょうか。それとも、シフトの見方が間違っ

ているのですか。 

おおむね業務従事者 8 人に対して業務管理者 1 人以上

を置くというところが、オペレーターという部分が、正

に業務従事者に当たる部分です。さらに業務管理者を 1

人以上置くというのが、スーパーバイザーに当たる部分

と考えております。オペレーター70 人に対して、正に業

務従事者 70 人なので、それを 8 で割ると 8 か 9 という

数字になるかと思います。それに対してのスーパーバイ

ザーで、そこに当たる業務管理者を 1 人以上置くという

ところなので、数自体は余り齟齬がないのではないかと

考えております。仕様書上の文言と見積書上の文言が合

っていないので、解釈が難しい部分になってしまいます

が、更にその上で統括責任者を置いていただくというと

ころで、全体の管理者は 1 人置いています。ただ業務の

責任者という観点では、スーパーバイザーに当たる部分

が 9 人で、業務従事者に当たる部分が 70 人なので、数

としては適切ではないか、見積書上の数と仕様書上は合

っているとは思います。 

分かりました。そうすると、落札者側の人件費の算出内訳と

予定価格の積算内訳とで日数が違うのも、今の考え方によると

いうことでしょうか。 

ご指摘の部分に関しては必ず 1 日、全ての時間張り付

いていただくということは想定していません。人月や人

日で見ていますので、そういった齟齬が見積書上と業者

が算出したものが異なってくるところです。統括責任者

や副責任者に逐一張り付いて見ていただくというより

も、困難な事案が発生した場合や、応答として間違って

いる事案があれば、業務従事者であるオペレーターに速

やかに対応していただくというところを想定しており

ます。ですから、必ず統括責任者や副責任者を配置して

いただくというよりも、何かあったときに速やかに対応



することを目的としているため、必ず張り付いていただ

くというところまでは想定していません。 

よく検討しておりませんが、張り付けでないとすると、職種

別賃金状況(一般常用)が、時間単価を計算しているようです

が、これは張付けではないのですか。 

私たちの予定価格の積算自体は、先ほど回線数の際に

申し上げたとおり、実際、入電率は感染症でばらつきは

あるものの、マックスの対応として想定されるもので見

積りしておいます。従事者数などは回線数と同じ張付け

で置かせていただいておりまして、統括責任者やスーパ

ーバイザーなどの責任者に当たる部分に関しては、マッ

クスで見積りをしています。基本はマックスで発生する

費用で見積りをしている関係上、見積書上は 1 日張付き

のような形で見積りをしています。ただ実際の業務の動

き上は、必ず張付きで対応していただくというよりも、

何かあった際に速やかに動けることを想定しておりま

すので、必ずしも実際の動き上、張付きまでを求めてい

るものではないです。 

分かりました。実際のところ、履行期間は当年 9 月に終了し

ていますよね。業者側はマックスではなくて、この程度用意す

れば大丈夫だと見積もって、仕様書より少ない金額を用意した

ということですが、結果的に何か問題が生じることはなかった

のでしょうか。 

仕様書上でも毎日、事業者のほうから報告を求めるも

のになっております。入電率の観点から言いますと、こ

のようなワクチンの話というのはセンシティブなため、

事業者を非常に攻撃してくるような個人もいます。いた

ずら電話のようなものもあります。入電率の関係ですぐ

に電話を取りますが、即切りされることも多くありま

す。最初はそういったところもカウントしてしまい、応

答率として答えられていないという事業者のカウント

があって、応答率としては 2 日間程 95％を切ってしまう

日がありました。ただ、申し上げたとおり即切りなども

されてしまうため、私たちの観点でも問題ないとしてい

ます。 

 他は応答率 95％以上を超えていますし、困った事案な

どがあれば仕様書上、私たちに報告を求めるようにして

います。それでも答えられない事案は、「難しいので確

認させていただきます。」ということで受け取っていた

だいた後に、当省がどのように回答したらいいかを、事

業者にバックして、必ず電話をして回答させていただく

という形を取っております。また、その件数もすぐに厚

生労働省に来るかというと、そういったわけでもなく、

事業者側でしっかりと調べていただいた上で、本当に困

った事案が上がってきています。事業の後半では 1 週間

に 1 回程度あるかないかという状況でした。そういった

ところを鑑みますと、事業者側で適切に対応していただ

いたと判断しています。 

ありがとうございます。  

競争参加資格種別が、役務の提供でAランクとなっています。

随分絞っている気がしますが、何か理由があるのでしょうか。 

コールセンターというのは、国民からの問合せの業務

になりますので、個人情報を取り扱う業務ということで

整理しています。 

問い合わせをしてきた人は、名乗ったりしないといけないの

ですか。 

名乗る必要は特段ないですが、名乗ってきた場合に、

報告に上がってくることもあります。 

「予約センターなどではないので、個人情報は扱いかねるた

め名乗らないでください」と言えば、もう少し間口が広がるの

ではないかという気もします。業務に関しては役務の提供のラ

ンク付けが非常に高くて、間口を広げられれば小さい事業者が

応札できたのではないかと思った次第です。 

実務においてコールセンターで回答し切れなかった

内容については、厚生労働省に確認を取る流れになりま

す。事業者に対して、このように回答してくださいとい

うフィードバックを行った上で、事業者から入電者に対

して折り返しの対応をすることがあります。そのときに

お電話を頂いた方の電話番号、必要に応じて名前を伺う

ことがあるため、個人情報を取り扱う業務という位置付

けとしております。 



納得しました。次に、今回は 2 者の応札となり良かったと思

いますが、前回落札した業者が今回応札していません。何かト

ラブルや出入り禁止になったのですか。 

今回の案件ではないですが、これまで落札していた事

業所については、コールセンターで情報取扱いに関する

不祥事があり、一時的に応札要件を満たせない状況にな

っていました。落札者にはなっていませんが、下半期の

コールセンターに関しては、問題なく応札いただけてい

る状況です。 

分かりました。先ほど回線数の話がありましたが、やはり需

要減少傾向ということを考えると 70 回線というのは、やや取

り過ぎのように思います。規模を大きくしてしまう気がします

が、徐々に見直していく予定はあるのでしょうか。 

正に見直しをさせていただいております。下半期の回

線数は、大幅に減少させることで考えております。 

分かりました。最終的には予定価格も絞っていくという方向

でしょうか。 

予定価格も検討させていただければと考えています。

ただ、先ほど申し上げたとおり、下半期はコロナワクチ

ンのコールセンターだけではなく、ほかの感染症や感染

症に対するワクチンなども扱うという、非常に幅の広い

業務になっております。そういったところで今年度の下

半期の入電の実績などを改めて踏まえながら、来年度に

実施する場合は検討させていただければと考えており

ます。 

下半期は別の病気に対しても、同じコールセンターでやって

いくのですか。 

また別の契約になりますが、そこは間口を広げてやら

せていただいております。 

分かりました。今回までの調達の傾向を見れば、厚労省の予

算は意外と大きく、本当はこれほどの金額は必要ないが、高め

に入札してくるという賭けに出る事業者が出てくる可能性が

あると思います。掛かる分は払うべきだと思いますが、不必要

に高く入札されるようなことを招くのは避けたほうがいいと

思います。そのような意味では開札結果を見ていても、今回 2

位の所であったとしても、予定価格が非常に上振れしています

から、少し精査して現実的な規模にしていったほうがいいので

はないかと思いました。 

ありがとうございます。正に国民の税金が原資になっ

ておりますので、そういったところは適切に対応するよ

うに検討させていただきます。 

（分科会長の意見） 

本件は以上とさせていただきます。ありがとうございま

した。 

 



 

【審議案件７】 

審議案件名 ： 指定難病患者データベース及び小児慢性特定疾病児童等データベースに係る運用・保守等業務一式 

資格種別  ： － 

選定理由  ： 随意契約を実施している案件中、随意契約の妥当性等について、確認する必要があるため。 

発注部局名 ： 大臣官房会計課 

契約相手方 ： 株式会社日立製作所 

予定価格  ： 1,912,310,400円 

契約金額  ： 1,911,800,000円 

落札(契約)率： 99.97% 

契約締結日 ： 令和 6年 4月 1日 

（調達の概要） 


予算決算及び会計令第９９条の２に基づく随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

審査調書の当初一者応札の要因の所で、案件の理解及び応札

準備に十分な時間を確保できるよう、公告期間を長くというこ

とが書いてあります。今回は公告期間が 1 月 15 日から 3 月 11

日ですが、前回はどれほどの期間だったのでしょうか。今回ど

の程度長くなったのか教えてください。 

前回の公告期間が50日間、今回の公告期間が55日間で

すので、5日間長くなりました。 

ただ延びればいいという話ではなく、一者応札だったのが 2

者以上、複数応札になるように日数を延ばそうと言っていて、

この種の規模の調達で5日間延ばすと十分であろうという予想

をしたということですよね。5 日間延ばして十分であるという

根拠を教えてください。 

当初の 50 日間よりも、できる限り長く延ばしたほう

がいいというところと、4 月 1 日から契約をしなければ

いけないというところで、可能な限りということで 55

日間を設定させていただきました。 

法律で55日よりも延ばせないなどの制約があるのでしょう

か。 

特に制約はありませんが、もう少し早く公告を開始す

ることによって、より長く公告期間を取ることは可能か

とは思います。事務の遅れ等も少しあり、実際に設定で

きたのが 55 日間ということになってしまいました。 

 これだけの規模で、5 日間延ばされたからできる業者が増え

るというようには思えません。実際に効果のある受託というの

が、どの程度の期間かということをあらかじめ見込んで、間に

合うように何とか頑張らないといけません。限界がこれだけだ

ったということはあるかと思いますが、効果のある施策をお考

えいただきたいと思います。 

今回は契約が4月1日ということで、契約日が4月1日で契約期

間は4月1日ですから、契約と同時に、すぐに保守を開始してほ

しいということかと思います。不落などの理由から先に延びて

しまったということは分かりますが、実際にシステムを構築し

た業者だからできる話であって、そうでなければ間に合わない

事態が生じたと思います。やはり期間をもう少しお考えになる

べきかという気がします。 

それから、随意契約で見積りが出ていますが、結果的にこの

金額で受けてもらったということですよね。その前に入札して

きた金額では不落ということでオーバーしてしまい、何とか値

引きをして予定価格の範囲内に入るようにしてもらったのだ

と思いますが、どのような交渉があったのでしょうか。 

 臨床調査個人票という医師の方に記載していただく診

断書の様式のようなものがあるのですが、新規に疾病が

追加されるなど更新があった場合に、修正をシステム上

でも行わなければならず、現業者もある程度分かってい

るというところと、そこがリスクというところで、少し

我々の想定よりも過大に対応しなければいけないと考

えていただいていました。しかし、実際にご対応いただ

く量としては、やや少なくなっておりまして、仮に想定

以上の対応が発生する場合には追加で契約をするとい

うこと、契約変更等を行うということで金額を抑えてい

ただいたというところです。 

考え方をすり合わせたら、金額を下げられたということです

ね。 

はい、そのとおりです。 

分かりました。ありがとうございます。  

（分科会長の意見） 

今回、随意契約になっていますが、理由は適切だと思います。

本件は以上とさせていただきます。ありがとうございました。 

 



 

【審議案件８】 

審議案件名 ： 新型コロナワクチン接種記録登録支援及びワクチン接種記録システム（ＶＲＳ）タブレット端末回収

業務 

資格種別  ： － 

選定理由  ： 随意契約を実施している案件中、新規かつ再委託 1/2 以上であり、随意契約の妥当性等について、 

確認する必要があるため。 

発注部局名 ： 大臣官房会計課 

契約相手方 ： エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 

予定価格  ： 584,675,190 円 

契約金額  ： 584,675,190 円 

落札(契約)率： 100.0% 

契約締結日 ： 令和 6 年 4 月 1 日 

（調達の概要） 


 会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に基づく随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

 公表時の随意契約を行う理由について、「必要とする物品又

はサービスの提供者が他に存在せず」ということを理由にして

いますが、サービスの提供者はほかにいないのですか。いるけ

れど、上の説明で価格が合わないということ、ほかに頼むと費

用が多く掛かるいうことが、書いてありますが、データの消去、

回収などの業務は他社でも請け負えるのではないかという気

がします。そうすると不利な場合に該当するのであって、サー

ビスの提供者がほかに存在しないわけではない気がしますが、

落札業者しかいないのでしょうか。 

 ご指摘のとおり、技術的にできるかできないかという

ところで言うと、できないことはないとは思いますが、

費用面や MDM の設定といった技術的な部分で、ほかの業

者にやらせることは少し現実的ではないという趣旨で、

ほかに存在しないということにさせていただきました。 

 世の中にその会社しかなかったということですか。  はい、これまでやってきている事業者であることが理

由になりますので、ほかには存在しなかったということ

で整理をさせていただいたものになります。 

 もう一度、どの部分がほかにできないのでしょうか。結局の

ところ、この会社は再委託をするわけですよね。 

はい。 

 再委託する会社が、回収の部分とデータ消去の部分を別々に

しますというように事業を切り分けて発注することによって、

別の業者が落とせた、参入できたのではないかという気がしま

すが、いかがでしょうか。 

データ消去をほかの業者でもやらせることはおそら

く物理的、技術的に可能だとは思います。エヌ・ティ・

ティ・コミュニケーションズ株式会社がタブレットを用

意して、医療機関等に貸出しをして、回収してデータを

消去するという作業をするわけですが、消去作業ができ

ているかは、貸し出した側としてきちんと確認をする必

要があります。 

 例えば、厚生労働省で別の事業者を調達して消去作業

を行いましたといって返却をさせたとしても、本来のタ

ブレットを持っている事業者としては、きちんと消去が

できているのか、正しい方法で削除ができているかとい

ったことを確認する必要が出てくることがあります。 

再委託については、再委託先との間では、これまでも

ずっと端末の回収や、回収した端末のデータの削除とい

ったこともやってきておりますし、エヌ・ティ・ティ・

コミュニケーションズ株式会社が自分たちの責任にお

いて業務を請け負った上で、その責任において再委託を

しているということであれば、削除に関してのノウハウ

なども全て伝えた上で削除を委託することができます。

再確認などが必要にならないという意味で、二重計上に

ならないと理由書に書かせていただきました。 

二重計上になるかどうかも疑問があり、価格のことであって

技術的な問題ではない気がします。不存在ということだから、

 ただ、やはりタブレット端末には、ワクチンの接種記

録といったものが保管されていますので、国としてもそ



存在しないのではなく、存在はするが価格が合わないというこ

とが理由になるのではないかと思います。 

 経費が二重計上になるという話ですが、国側はリースしてい

るということですよね。国側としては、タブレットを回収して、

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社から借りて

いるのであれば、そこに返せばそれで終了なわけであって、そ

こから先、返却先に返却するためにタブレットの内容がきちん

と消去されているかを、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ

ンズ株式会社が確認しようがするまいが、経費が 2 倍になるわ

けではありません。だから、リース会社が、契約上に返却先に

返すときには更にもう少し経費取りますというようなことは

書いてないと思うので、二重になることはない気がします。 

の端末を回収して、ほかの業者、元の所に返す際にはき

ちんとデータが削除されているということが、個人情報

とまでは言い切れないかもしれませんが、個人情報にか

なり近い機微的な情報が入っているため、そういった情

報をきちんと削除するということが、このタブレット端

末リース業務をやっている国としての責任もあります。

仕様書の中にもそのデータを削除するということは明

記をしており、削除まで含めた業務という形になってお

ります。 

回収して削除するという契約さえすれば、あとはエヌ・テ

ィ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に返せばいいだけの

話だと思います。エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株

式会社が直接受注しないと二重に経費がかかるなどというこ

とはないかと思います。国としての責任は、回収した業者が消

せば、終了ですよね。元の所に返すときに消えているかを確認

するかしないかは、別の問題で、業者間の話ではないのでしょ

うか。 

 ご指摘はごもっともな部分もあると思います。ただ、

やはり国としても削除した上で返すということが業務

になっておりますので、それを受注者側が、きちんと削

除できていると判断をするというところもあると思い

ます。きちんと削除できていなければ、エヌ・ティ・テ

ィ・コミュニケーションズ株式会社としては削除を再度

求めるということが通常発生しますので、もとの別の削

除会社に再度業務が発生するというようなことにもな

るかとは思います。 

 もちろん、完全に消えててもらわないと困りますが、回収し

て消すという業者が責任を持って実施するべきことで、実際に

消えてなかったことについて、もし、そのようなことがあれば

本当に困りますし、二重、三重に調べたくなるのは当たり前で

すが、だからといって、コストを誰が負担するかという話は、

また何か違っている気がします。 

ご指摘ありがとうございました。 

 データ消去のところに着目されていましたが、民間の運送業

者などで、リコールの回収だけをやっている事業者もいると思

います。物理的に運ぶ部分と消去の部分と、さらに広く言えば、

業務全体を分割することによって、随意契約を避けることがで

きるのではないでしょうか。少しだけ切り出すのではなく、大

きく切り出せると思いますが、その辺りの検討はされています

か。 

 回収業務が大きいところで、切り出せないのかという

ご意見はあると思っております。約 4 万 6,000 台の端末

の回収業務の体制を構築するには相当程度の体制の規

模が必要になってまいります。 

 そのような観点で、別途新たに新規事業者を公募した

場合に、体制構築に多くの時間を要してしまうのではな

いでしょうか。今回、1 か月間で運用と並行して、タブ

レットの回収をすぐに開始し、6 月頃までに端末回収を

終える、その後は残ってしまった物を督促し続けて回収

するというスケジュールで考えていたため、できるだけ

早期にその回収業務を終えるとなると、従前、昨年度ま

での業務体制で一定の体制を構築している事業者に委

託をすることが、費用と期間の面で望ましいのではない

かといった検討をして、実施をしたところです。 

 先ほど、費用というお話がありましたが、費用は理由になり

ません。やってみないと分からないからです。やってみて不落

になったら、そのときに考えればいいことであって、それは余

りこちら側で考えることではなく、民間にできないと決めつけ

ること自体おかしいと思います。将来に向かって検討していた

だきたいと思います。 

はい、申し訳ありません。 

 今回の随意契約には、少し説明が不足していて、本来は、最

低価格の落札方式というのが適切だろうという意見を持って

おりますので、引き続きご検討をお願いします。  

 

（分科会長の意見） 

本件は以上といたします。ありがとうございました。 

 

 



１５都道府県労働局における公共調達監視委員会の活動状況については資料の配付をもって報告を行った。 

 

                           【問合せ先】 

厚生労働省大臣官房会計課会計企画調整室 

電話０３－５２５３－１１１１（内７９６６） 


